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資本市場
• 企業が事業を継続し 、 成長さ せていく ためは資金が必要 

• 資本市場： 資金の調達を行う ための市場 

• （ 潜在的な） 投資家 

• 資本市場で株や債券を取引する 

• 企業から 公開さ れている会計情報（ 財務諸表） を参考にする 

• （ 潜在的な） 投資家が会計情報に求めるこ と  

• 比較可能性　 → 会計基準  

• 情報に嘘がない　 →　 監査
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監査
• 監査： 会社の会計や経営を 監督し 検査するこ と 。  

• 投資家が財務諸表で示さ れている会計情報について求めるこ と →信頼性 

• 財務諸表の信頼性を 保証するためには？ 

• 情報の利用者が自分で確認するこ と は不可能 

• 専門家に調査し ても ら い、 お墨付き を も ら う 　 →　 公認会計士
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公認会計士(1 )
• 監査を 職業と する専門家 

• 公認会計士の使命(公認会計士法第1 条) 

• 公認会計士は、 監査及び会計の専門家と し て、 独立し た立場において、 財務

書類その他の財務に関する情報の信頼性を 確保するこ と により 、 会社等の

公正な事業活動、 投資者及び債権者の保護等を 図り 、 も っ て国民経済の健

全な発展に寄与するこ と を 使命と する。
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公認会計士(2 )
• 公認会計士の業務(公認会計士法第2 条) 

• 公認会計士は、 他人の求めに応じ 報酬を 得て、 財務書類の監査又は証明を

するこ と を 業と する。  

• 公認会計士は、 前項に規定する業務のほか、 公認会計士の名称を 用いて、

他人の求めに応じ 報酬を 得て、 財務書類の調製を し 、 財務に関する調査若

し く は立案をし 、 又は財務に関する相談に応ずるこ と を 業と するこ と がで

き る。  

• 新規株式公開(IPO)支援、 コ ンサルティ ング、 組織内の決算業務・ 財務管

理・ 内部監査、 官公庁における会計検査・ 税務調査
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会計大学院と 公認会計士
• 会計大学院 

• 2 0 0 5 年以降全国に設置さ れた専門職大学院。 現在1 2 校ある。  

• 会計大学院の利点 

• 短答式試験4 科目のう ち3 科目（ 財務会計・ 管理会計・ 監査） 免除。  

• 会計を基礎から 体系的に学ぶこ と ができ る。  

• 実践的な科目を学ぶこ と ができ る。  

• 公認会計士になっ てから 役立つ知識を学ぶこ と ができ る。  

• 会計の専門家を求めている企業が一定数存在する。  

• Research  Pap er（ 修士論文） を書く こ と により 、 税理士試験の科目免除を受けるこ と ができ

る。  

• 博士後期課程へ進学可能。
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職業について何を求めるか？

• 背景： 高齢化と 労働人口の減少 

• 満足感・ 充実感（ 私が個人的に重視し てき たこ と ）  

• 社会に貢献し ている実感 

• 自分の努力が報われ、 自分の成長を実感でき る 

• チャ レンジング 

• リ スク が小さ い（ 一般的に求めら れるこ と ）  

• 拡張性が高い 

• 年収
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公認会計士と いう 職業の魅力
• 社会貢献 

• 経済の発展に寄与 

• 公正なこ と を行なっ ている 

• 多種多様なキャ リ ア 

• 長く 働く こ と ができ る 

• 個人会計事務所 

• 税理士 

• 社外取締役 

• 企業内会計士 

• 監査の必要性 

• グローバルに活躍 

• CFO 

• 研究者 

• 専門職（ プロフ ェ ッ ショ ナル）  

• 新し い知識を 吸収(CPE) 

• 得意な分野を 見つける 

• 年収 

• 高い？
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公認会計士の魅力（ まと め）
• 成功するも 失敗するも 自分次第 

• 一生努力し 、 成長でき る 

• 新し いこ と を見つけチャ レンジでき る 

• 自分の可能性を伸ばすこ と ができ る 

• 選択肢が多い 

• 社会への貢献 

• 公認会計士が不足し ている
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公認会計士試験に合格するためには？

• 努力し かない 

• 2 年間で5 ,0 0 0 時間 

• 会計関連科目はやればやるほど力がつく  

• 合格する人は、 他の分野でも 成功する可能性が大き い 

• 合格する人の特徴 

• 試験に合格するこ と が目標ではなく 、 合格後のこ と を 考えている

1 1
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資料1 (1 )
• 公認会計士試験合格者
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資料1 (2 ) 令和４ 年まで
• 公認会計士試験合格者

1 3

C/A C/B

平成2 9 年 1 1 ,0 3 2 3 ,3 0 6 1 ,2 3 1 1 1 .2 % 3 7 .2 %

平成3 0 年 1 1 ,7 4 2 3 ,6 7 8 1 ,3 0 5 1 1 .1 % 3 5 .5 %

令和元年 1 2 ,5 3 2 3 ,7 9 2 1 ,3 3 7 1 0 .7 % 3 5 .3 %

令和2 年 1 3 ,2 3 1 3 ,7 1 9 1 ,3 3 5 1 0 .1 % 3 5 .9 %

令和3 年 1 4 ,1 9 2 3 ,9 9 2 1 ,3 6 0 9 .6 % 3 4 .1 %

令和4 年 1 8 ,7 8 9 4 ,0 6 7 1 ,4 5 6 7 .7 % 3 5 .8 %

合計 8 1 ,5 1 8 2 2 ,5 5 4 8 ,0 2 4 9 .8 % 3 5 .6 %

年別
合格率出願者

A

論文式受験者

B

合格者

C
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資料1 (3 )
• 公認会計士試験合格者内訳
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資料1 (4 ) 令和4 年
• 公認会計士試験合格者内訳
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2 0 歳未満 1 .4 4 % 2 1

2 0 歳以上2 5 歳未満 6 3 .8 0 % 9 2 9

2 5 歳以上3 0 歳未満 2 3 .1 5 % 3 3 7

3 0 歳以上3 5 歳未満 8 .0 4 % 1 1 7

3 5 歳以上 3 .5 7 % 5 2

1 0 0 .0 0 % 1 4 5 6

20歳未満

20歳以上25歳未満

25歳以上30歳未満

30歳以上35歳未満
35歳以上

年齢別合格者構成比

2 0 歳未満 1 .4 4 % 2 1

2 0 歳以上2 5 歳未満 6 3 .8 0 % 9 2 9

2 5 歳以上3 0 歳未満 2 3 .1 5 % 3 3 7

3 0 歳以上3 5 歳未満 8 .0 4 % 1 1 7

3 5 歳以上 3 .5 7 % 5 2

1 0 0 .0 0 % 1 4 5 6

20歳未満
30歳以上35歳未満

35歳以上

年齢別合格者構成比

学生 5 8 .2 4 % 8 4 8

受験予備校・ 専修学校生 7 .9 0 % 1 1 5

社会人 1 3 .2 6 % 1 9 3

その他 2 0 .6 0 % 3 0 0

1 0 0 .0 0 % 1 4 5 6

学生

受験予備校・専修学校生

社会人

その他

職業別合格者構成比

学生 5 8 .2 4 % 8 4 8

受験予備校・ 専修学校生 7 .9 0 % 1 1 5

社会人 1 3 .2 6 % 1 9 3

その他 2 0 .6 0 % 3 0 0

1 0 0 .0 0 % 1 4 5 6

その他

職業別合格者構成比



公認会計士・ 監査審査会

情報を受け付けるために、 情報受付窓

報や公認会計士試験の実施に関する情

い。 寄せら れた情報は、 審査会の業
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連絡く ださ い。また、公益通報について、
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資料2
• 公認会計士・ 監査審査会について 

• http s://www .fsa .g o .jp /cp aaob / 

• 公認会計士試験について 

• http s://www .fsa .g o .jp /cp aaob /koun inka ikeish i-sh iken/ind ex.h tm l 

• 日本公認会計士協会 

• http s://jicp a .o r.jp  

• 会計大学院協会 

• http ://www .jag sp a .o rg
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https://www.fsa.go.jp/cpaaob/
https://www.fsa.go.jp/cpaaob/kouninkaikeishi-shiken/index.html
https://jicpa.or.jp
http://www.jagspa.org

